
＜災害は必ずいつかは、起きます! !＞

災害種類による避難方法を日ごろから
家族で決めて

早めの避難行動をしましょう！

逃げ遅れたら垂直避難（2階など高いところ）で、
山側又は川側から離れた場所に避難して下さい！

凡 例

警戒区域･特別警戒区域(土砂災害防止法)

… 急傾斜地… 土 石 流

… 危険箇所

… 通行注意(困難)… 緊急避難(一時)場所

… 指定避難所

… 避難経路 (各世帯で記入)

… ２０１８年（平成３０年）
西日本豪雨災害時写真撮影位置

畑賀小学校

… ＡＥＤ設置場所

二ツ掛池

穴の口池

至  船越

至  府中町

作成 ： 為角町内会 自主防災会 

  ２０２５年（令和７年） ２月 作成

１９２６年（大正１５年）９月
畑賀水害碑

畑賀公園

海の平池

為角町内会
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為角町内の豪雨災害環境

２０１８年７月の豪雨時には、西から東に流れる為角川沿いの県道を越

水し、濁流が道路を流れ、護岸を破壊しています。

また、船越峠から為角橋に至る町内の中を通る狭い市道の周辺では土石

流やがけ崩れが多く発生しており、車や徒歩での移動は非常に危険です。

従って、豪雨時の緊急時行動には早めの決断が求められます。

注）写真は当時の被災状況です。 注）町内会の区分線は概略です。

自分と家族の命は自ら守る「自助」！
地域は、自分たちで守る「共助」！
とっさの避難判断の参考に！
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